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〔要　　　旨〕

１　農協の最高意思決定機関である総会の議決権は正組合員のみが有するなど，農協におけ
るフォーマルな意思決定は正組合員が中心となっているが，准組合員比率の上昇や，正組
合員の多様化などの状況を踏まえると，①准組合員の意思決定への参加と，②多様な組合
員が意思決定に参加する仕組みが課題と考えられる。

２　この２つの課題に対応する動きとして，農協では多様な意思決定や意思反映のルートが
工夫されている。准組合員は，利用者組織の一員として，また総会，総代会，集落座談会
等に出席することで，意思決定に参加している。また組合員や利用者を，活動，利害，階
層などの共通軸でグループ化した様々な組合員組織があり，そこで関係する分野について
の意思決定が行われている。

３　こうした准組合員の意思決定への参加や多様な組合員組織における意思決定は，現行農
協法の枠内で行われているため，組合全体の事業計画等，多様な組合員間にまたがる事項
についての最終的な意思決定は，総会や総代会において正組合員が行っている。一方，独
仏の協同組合の事例は，前述の２つの課題に対応しており，かつ，最高意思決定機関であ
る総会での意思決定に多様な組合員が参加するものである。

４　准組合員の意思決定への参加に関する事例としては，コアの組合員以外の組合員が意思
決定に参加する仕組みがあげられる。ドイツの協同組合法およびフランスの協同組合共通
法と農協法では，投資組合員や準組合員が，総会の議決権や役員の選挙権・被選挙権を持
つことができるが，コアの組合員主体のガバナンスを維持するため，議決権数や役員の割
合について上限が定められている。

５　多様な組合員の意思決定への参加に関する事例として，マルチステークホルダー型協同
組合の意思決定の仕組みを紹介する。フランスの社会的協同組合であるSCICでは，総会
における意思決定の方法として，コレジュによるガバナンスを選択できる。これは定款に
よって，何らかの共通項をもつ組合員のグループを作り，グループごとに総会での議決権
にウェイトをつけるものである。この仕組みによって，各組合が組合の目的や状況にふさ
わしい方式を自ら規定して，多種類の組合員の意見調整や意思決定を行うことが可能にな
っている。

多様な組合員の意思決定への参加
――独仏の協同組合の事例から――
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日本の農協の「総会（総代会）―理事会

（経営管理委員会）」というフォーマルな機

構における意思決定は，正組合員を中心と

したものである。本稿ではこの仕組みを中

心に農協における意思決定への組合員の参

加の現状と課題を整理したうえで，独仏の

協同組合における多様な組合員が意思決定

に参加する仕組みを紹介したい。

なお，本稿では，組合員の意思決定への

参加についての課題を整理するうえで，次

の３つの視点を用いている。第１は，組合

の目的との関係である。第２は，多くの組

合員が意思決定に参加するという意味で，

民主的運営となっているかである。第３は，

意見の対立や意見の調整のためのコストが

小さい，すなわち効率的かである。意思決

定に参加する主体が同質であるほど，また

参加する人数が少ないほど，このコストは

小さくなる。

（１） 正組合員中心の意思決定の現状

農協におけるフォーマルな意思決定は正

組合員を中心としている。まず，農協の最

高意思決定機関である総会の議決権は正組

合員のみが持ち，総代の被選挙権，選挙権

も正組合員のみが有する。また，理事会制

度において業務執行の決定や業務執行機能

を持つ理事会は３分の２以上を正組合員が

占め，経営管理委員会制度を採る場合には，

執行の監督機能を持つ経営管理委員会は４

分の３以上を正組合員が占めており，それ

らの委員の選挙権も正組合員のみが有して

いる。

この意思決定の仕組みに特徴的なのは，

集落組織と
（注１）

いう農協の地縁的な基礎組織

が，大きくかかわっていることである。総

代や理事の選出にあたっては，集落組織が

選出の基礎組織となることが多い。また，

通常，年度の業務報告や業務計画は，総会
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に提出される前に，単一または複数の集落

を単位とした集落座談会で役職員から組合

員に説明され，意見交換が行われているな

ど，集落座談会は農協の役職員が組合員と

意見交換する重要な役割を担っている（第

１表）。このように，正組合員は集落組織

を通じて意見を調整し統一するとともに，

総代や理事という地域の代表者を選出し

て，農協の意思決定に参加している。

この仕組みを前述の３つの視点に即して

みると，まず，目的との関係では，准組合

員が共益権の多くを持たない，正組合員中

心の意思決定の仕組みは，農協が設立時に

期待されていた「自作農維持」のための

「非農家的支配の排除」を背景に作られた。

加えて，以下のような制度発足当初の実態

をみると，大多数の組合員の意見を反映す

る民主的な仕組みであり，かつ意見の対立

が少なくその調整のコストの少ない効率的

な仕組みであったと考えられる。

第１に，農協制度発足当初には，正組合

員が組合員の大多数を占めていた。農林省

「農業協同組合統計表」によれば，1948年

における農協の准組合員比率は8.9％と１

割に満たない水準であった。そのため，正

組合員のみの意思決定であっても組合員の

大多数の意見を反映していたということが

できる。

第２に，正組合員である農家は，全体と

して，農業との関係を中心に同質性が高か

った。農林省「世界農林業センサス」によ

って，農家を専兼別にみると，1950年の農

家のうち専業と第１種兼業は合わせて78％

である。また農林省「農家経済調査」では，

52年には農家所得に占める農業所得の割合

は48％と約半分を占め，また農業粗収益に

占める稲作収入の割合は54％と５割を超え

ていた。このように，農業，特に稲作との

関係が強い農家が正組合員の多数を占めて

いたため，利害は一致しやすく，正組合員

をひとくくりにした意思決定でも，多数の

正組合員の意見を反映することができ，意

見の調整も比較的容易であったと考えられ

る。

第３には，集落という同じ地域に居住す

る組合員は，地域という絆
きずな

のもとに，農

業との関係においても，また農業以外の生

活面でも，正組合員のなかでさらに同質性

の高い組合員のグループであろう。このた

め，集落組織による集落を単位とした意思

決定や代表の選出は，地域農業および地域

の生活という共通項によって，利害対立や

意見調整のためのコストをさらに

少なくする仕組みであったと考え

られる。

しかしながら，こうした状況は

その後大きく変化する。

第１に挙げた正組合員が組合員

の大多数を占めていたという点に
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（単位　％） 

総代候補者の基礎組織としての役割 

役員候補者の基礎組織としての役割 

組合員の意思反映組織としての役割 

資料　全中「ＪＡの活動に関する全国一斉調査」 
（注）　調査基準日０２年４月１日 

第1表　集落組織に期待された役割が機能しているか 
（回答組合数構成比） 

７１．６ 

８８．２ 

８５．３ 

役割発揮 
している 

１３．９ 

１１．８ 

１４．７ 

役割発揮 
していない 

１４．５ 

- 

-

無回答 
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ついては，農林水産省「総合農協統計表」

によれば05年度の准組合員比率は45.6％ま

で上昇している。約半数の組合員は議決権

や選挙権を持っておらず，民主的運営とい

う点からは大きく後退したといえるだろう。

第２の同質性という点についてみると，

正組合員の農業との関係は全体として弱ま

りかつ多様化している。農林水産省「世界

農林業センサス」によれば，05年には，農

家のうち第２種兼業農家と自給的農家を合

わせると74％と７割以上を占める。また，

農林水産省「農業経営動向統計」によれば，

販売農家においてさえ，農家総所得に占め

る農業所得，稲作収入の割合はそれぞれ

25％，22％へと大きく低下している。この

ように，農家は農業とのかかわりという点

で均質ではなくなっている。さらに，農業

とのかかわり度合いによって組合員の農協

利用状況は大きく異なっている。第２表に

みられるように，正組合員，准組合員別に

も農協利用には差がある。また，同表から

同じ正組合員であっても，販売農家，自給

的農家およびいわゆる｢土地持ち非農家｣で

は，農協の利用状況に明確な違いが感じら

れる。このような多様化によって，意見調

整のためのコストは高くなり効率性は低下

している。

第３の集落を通じた意思決定についてで

あるが，集落組織の構成員は引き続き地域

という共通の絆を持っており，その意味で

は正組合員全体とくらべれば，同質性が高

いといえよう。しかし，前述のように正組

合員の農業とのかかわりの低下と多様化と

いう傾向は集落の構成員にもあてはまり，

意見調整のためのコストは従来に比べ高ま

っていると考えられる。

また，農家の減少，高齢化，後継者不足

もあって，集落の全般的な機能低下が懸念

される状況にある。
（注２）

集落組織は現段階で

も組合員の意思決定

に重要な機能を果た

しているが，組合員

の意思形成に集落組

織が今後役立つかど

うかを農協へのアン

ケートでたずねたと

ころ，「役立つし必要」

が70％を占めるもの

の，「活用したいが難

しい」が18％にのぼ

った。
（注３）

これは集落組
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資料　農中総研「都市的農村における農協利用者の金融行動について（平成１５年度地域住民
アンケート調査の結果から）」総研レポート１６調一No.３        

（注）１　都市的農村の２農協管内の農協利用者へのアンケート調査。        
２　色網掛けは各属性で最も高いことを示す。        
３　各部門について以下の事業を１つ以上利用していれば, その部門の利用者とした。        

　　　　・金融･･･信用事業, 共済事業, 相談サービス 
　　　　・農業･･･営農指導, 農産物販売, 生産資材購買        
　　　　・生活･･･生活物資購買, 高齢者介護, 旅行センター       

第2表　農協利用者の事業利用状況 

回
答
数 

世
帯
区
分 

組
合
員 

農
家
区
分 

正組合員世帯 

准組合員世帯 

員外世帯 

販売農家 

自給的農家 

土地持ち非農家 

非農家 

合計 １, ３２６ 

９８４ 

１３１ 

１７７ 

７７４ 

８３ 

１０８ 

２４４ 

金融　 
＋農業 
＋生活 

４３．３ 

５５．１ 

６．９ 

９．６ 

６１．１ 

４２．２ 

２０．４ 

５．３ 

金融　 
＋農業 

２０．６ 

２５．４ 

４．６ 

７．９ 

２５．７ 

２８．９ 

１１．１ 

５．３ 

金融　 
＋生活 

１０．１ 

５．０ 

３０．５ 

２２．６ 

２．８ 

１２．０ 

２２．２ 

２７．５ 

農業　 
＋生活 

０．２ 

０．２ 

０．０ 

０．６ 

０．１ 

０．０ 

１．９ 

０．０ 

金融 
のみ 

２３．８ 

１２．５ 

５６．５ 

５５．９ 

８．７ 

１３．３ 

４２．６ 

５９．８ 

農業 
のみ 

１．７ 

１．６ 

１．５ 

１．７ 

１．６ 

２．４ 

０．９ 

０．８ 

生活 
のみ 

０．４ 

０．２ 

０．０ 

１．７ 

０．０ 

１．２ 

０．９ 

１．２ 

事業利用者割合 

（単位　件, ％） 
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織の意思決定機能の今後についての不安を

表すものといえるだろう。

（注１）集落組織は，農家組合，生産組合，農事実
行組合など様々な名称で呼ばれている，集落を
単位とし，総合的な機能を持つ農家の集団であ
る。

（注２）内田（2006）は，2005年農林業センサスに
より集落の機能とその低下を詳細に分析してい
る。

（注３）農林中金総合研究所「農協信用事業動向調
査16年度第２回」（調査時点04年11月，本設問に
対する回答317組合）による。

（２） 正組合員中心の意思決定における

課題

以上のような現状からみて，正組合員中

心の意思決定の仕組みについては，次の２

つが課題と考えられる。

第１は，准組合員がどのように意思決定

に参加するかである。民主的な運営という

視点からみて，正組合員中心の意思決定で

は，組合員全体を代表しているとはいえな

くなっている。

第２は，多様化した組合員が意思決定に

参加する仕組みである。正組合員も含めて

組合員が多様化し，そのニーズや利害が多

様化している現状において，正組合員全体

をひとくくりにした意思決定の仕組みで

は，その様々な意見をくみとるには不十分

という点から民主的とはいえず，かつ，組

合員の同質性が低下しているため，効率性

は低下している。

（３） 多様な組合員の意思決定への参加

この２つの課題に対応する動きとして，

農協で多様な意思決定や意思反映のルート

が工夫されていることを指摘したい。

まず，准組合員の意思決定への参加につ

いては，第３表にみられるように，比較的

多くの農協で，准組合員は利用者組織のメ

ンバーとして，また集落座談会や総会（総

代会）に出席することによって，農協の意

思決定に参加している。さらに，准組合員

には役員の選挙権はないが，准組合員が役

員となって経営に参加することは農協法上

認められており，そうした例も一部の農協

にはみられる。

また，組合員の多様化に対応して，様々

な意思決定や意思反映のルートがあること

にも注目したい。各農協には，集落組織以

外に，生産部会，青年部，女性部，准組合

員組織，年金友の会など，作物や協同活動，

利用している農協事業などの共通の利害を

持つ組合員のグループが多数作られてお

り，これらの組織ごとに，関係する分野に

関する意見の調整，意思決定，農協へ意思

反映が行われている。さらに，支所別や地

域別の運営委員会は，これらのグループの

代表が総代や理事とともに委員となってお

り，グループ間の利害調整の一翼を担って

いるとみられる。
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（単位　％） 

JAの理事・監事・経営管理委員 

総会（総代会)に出席 

集落座談会に出席 

事業運営委員会メンバー 

利用者組織のメンバー 

資料, （注）とも第１表に同じ 

第3表　准組合員の農協運営への参画状況 
（回答組合数構成比） 

６．７ 

２９．１ 

４２．０ 

１４．６ 

６５．８ 

実施組合割合 
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ａ　ドイツの協同組合法の投資組合員

ドイツでは，「1899年５月１日産業およ

び経済協同組合に関する法律」（以下「協同

組合法」という）が，全協同組合組織にと

っての単一の協同組合法で，主に組織につ

いて規定しており，協同組合の事業につい

ては基本的に一般業法が適用される。

06年のドイツの協同組合法改正では，協

同組合の目的規定の変更，小規模協同組合

の設立の容易化，資本の調達とその維持の

容易化など，いくつかの重大な変更が行わ

れた。

ここでは，資本調達の容易化のために導

入された制度の一つである，投資組合員制

度を紹介する。今回の法改正により，組合

の利用あるいは労働の提供を行わない人

を，各組合は定款によって投資組合員とし

て認めることができることになった。

協同組合法における組合員に関する事項

を簡単に整理したものが第４表である。議

決権についてみると，原則として１人１票

であり，定款で３票までの複数議決権を規

定できるが，さらにいくつかの例外がある。

その一つが，投資組合員の議決権について

の制限である。すなわち，総会で多数決を

行う場合には投資組合員全体として他の組

合員を上回らず，また特別多数決が必要と

される場合に，他の組合員を妨げないこと

を保障することを定款で規定しなければな

らない。たとえば，単純多数決の場合には，

総会における投資組合員の議決権総数が全

体の２分の１を上回ってはならず，４分の

３の特別多数決の場合には，４分の１を上
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正組合員中心のフォーマルな意思決定の

課題として，准組合員の意思決定への参加

と多様な組合員に対応する意思決定の仕組

みの２点をあげたが，これらに対応するも

のとして，独仏の協同組合における多様な

組合員による意思反映の２種類の仕組みを

紹介する。
（注４）

一つは，コアとなる組合員以外

の組合員が意思決定にどのように参加して

いるかであり，もう一つは，マルチステー

クホルダー型協同組合における意思決定の

仕組みである。

（注４）ドイツ協同組合法については，小楠（2003），
DGRV（2006），フランス協同組合共通法につ
いては，島村（2001），小楠（2001），フランス
農協法については，小楠（2001）を参考にした。

（１） コアとなる組合員以外の組合員の

意思決定への参加

最初に，コアとなる組合員以外の組合員

がどのように意思決定に参加しているか

を，総会議決権と役員の選出規定を中心に

紹介する。ここでは，ドイツの協同組合法

とフランスの協同組合共通法における投資

組合員と，フランスの農協法における準組

合員について紹介する。

これらに共通するのは，コアとなる組合

員以外の組合員が意思決定に参加するが，

コアの組合員をガバナンスの中心とするた

めに，その議決権や役員の割合に上限を設

ける仕組みである。

２　独仏協同組合における多様な

組合員の意思決定への参加
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回らないということである。

また，ドイツの協同組合のトップガバナ

ンスは原則理事会と監事会の二層型であ

り，理事会が業務を執行し，監事会が理事

会の業務執行を監督する。このうち監事会

の監事は組合員であるが，投資組合員であ

る監事は監事全体の人数の４分の１を超え

てはならない。

EU内の複数の国にまたがって活動する

協同組合についての法律である欧州協同組

合法が03年に成立し，06年から同法に基づ

く組合設立が可能になっている。これに対

する競争力の確保が，ドイツ協同組合法改

正の目的の一つである。欧州協同組合法に

は投資組合員に関する同様の規定（組合の

商品およびサービスを利用または生産するこ

とが予想されない人を投資（非利用）組合員

として定款で承認できる，投資組合員の議決

権総数は25％を上回らない等）があり，ドイ

ツにおける投資組合員制度の導入も欧州協

同組合法を意識したものと考えられる。

ｂ　フランスの協同組合

共通法の投資組合員

フランスの協同組合を対

象とする法律には，全協同

組合を対象にした「1947年

９月10日協同組合制度の地

位を定める法律」（以下「協

同組合共通法」という）と多

くの種類別協同組合法があ

る。

フランスの協同組合共通

法における組合員は，組合の業務を利用あ

るいは労働を提供するコアの組合員のほか

に，92年の改正によって新たな組合員が追

加され，組合員は２種類となった。92年の

改正で追加された協同組合共通法の第３条

の２は，組合の業務を利用せず組合が労働

を使用することもないが，協同組合の目的

実現のため資本の出資により寄与しようと

する自然人または法人を，定款の定める条

件により組合員（associe）として受け入れ

ることができるとした。本稿では，この第

３条の２による組合員を「投資組合員」と

呼ぶ。

フランスの協同組合共通法における投資

組合員もドイツの投資組合員と同様に総会

における議決権を持つ。議決権は特別法に

定めのない限り１人１票であるが，投資組

合員の議決権総数は総会の総議決権の100

分の35以下に制限されている。ただし，協

同組合が投資組合員となっている場合に

は，協同組合以外の投資組合員の議決権総

数が100分の35を超えない限りにおいて，
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組合の目的 

組合員の種類 

組合員資格 

議決権 

役員 

資料　ＤＧＲＶ（２００６）, 小楠（２００３） 

第4表　ドイツの協同組合法の組合員に関する事項 

・組合員の産業・経済, または社会的・文化的利益の促進。 

・組合員と投資組合員（利用または労働を提供しない） 

・協同組合法では組合員資格を規定しない。 

･原則１人１票, 定款で３票までの複数議決権を規定できる。 

・投資組合員は, 総会の投票で, 投資組合員全体として特別 
多数決の場合も含め, 他の組合員の多数決を妨げない。 

・事業主組合は, ３票を超える複数議決権が可能だが, 個別 
組合員の議決権は議決権全体の１０分の１以下。 

・連合会（組合員が協同組合）は, 複数議決権に関する制限は 
なく, かつ議決権を出資金額その他の基準により加重できる。 

・投資組合員は監事会（日本の農協の経営管理委員会に相当）の 
監事の４分の１以下。 



投資組合員の議決権総数の上限は100分の

49となる。また，定款は投資組合員の所有

できる出資金の上限額を定めることができ

る。

なお，ドイツの協同組合にみられた役員

会における投資組合員の割合についての制

限は協同組合共通法には規定されていな

い。

ｃ　フランスの農協法の準組合員

フランスの農協法は，組合員（associé

cooperat é ur）と準組合員（associé non

cooperatéur）の２種類の組合員を定めてい

る。正組合員は，農業者または林業者の資

格を有する個人・法人，これと同等の機能

を有する農業上の利益を有するもの，共同

経営組織，農業協同組合と同一目的の農業

者が組織する諸団体であり，準組合員は，

正組合員であったもの，農協とその周辺組

織の勤務者，正組合員資格は有しない農業

関連組織，農業会議所，農業共済保険等で

ある。準組合員は，投資組合員とは異なり，

正組合員資格を持つ農業者や農業団体の周

辺の個人・団体に限定されている。

準組合員の議決権は，定款で定める条件

にしたがって加重することが可能であり，

かつ次のような上限が設定されている。ま

ず，準組合員全体で総会における議決権の

５分の１を超えて所有できない。また，

個々の準組合員は議決権の100分の10を超

えて行使することはできない。

農協のトップガバナンスは単層型（理事

会）と二層型（執行管理委員会―執行役員会）

を選択できるが，準組合員が組合員となっ

ている場合には，準組合員の代表者が，理

事会または執行管理委員会に参加していな

ければならない。これらの機関の構成員は

正組合員を構成員とする分会（コレジュ）

と準組合員を構成員とする分会（コレジュ）

のそれぞれにおいて選出し，定員の最高３

分の１が準組合員の分会（コレジュ）に割

り当てられる。

なお，フランスの農協法では，投資組合

員を規定した協同組合共通法第３条の２を

適用することができず，投資組合員または

組合員でない第三者が取得できる無議決権

利益優先配当出資を定款で規定できるとし

た同法の第11条の２も適用しないとしてい

る。後者は，その金銭上の特典が３連続事

業年度にわたり支払われない場合に，その

保有者が100分の35の限度内に議決権を取

得するものである。以上の規定によって，

農協法は正組合員と準組合員のみを組合員

とし，またこれらに議決権を限定してい

る。

（２） マルチステークホルダー型協同組合

における意思決定の仕組み

次にマルチステークホルダー型協同組合

における意思決定の仕組みについて紹介す

る。

欧州の協同組合セクターでは80年代以

降，地域社会のなかで公益的サービスを担

う社会的協同組合が現れ始め，イタリア，

スペイン，フランスなどでその新しい形態

に対応する法制化がなされている。
（注５）

社会的
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協同組合は，利用者，生産者，従業員，ボ

ランティアなどの様々な種類の組合員を有

するマルチステークホルダー型協同組合と

して組織されることが多い。

マルチステークホルダー型協同組合は多

種類の組合員を意思決定に参加させるた

め，民主的である反面，意見の調整のため

のコストは増大する可能性がある。このた

め，ミュンクナーは，異なるステークホル

ダー間の利害の調整や衝突の解決のため

に，それぞれの投票権や統治機関の代表者

についての合理的で許容可能な分配を認め

る特別な規則が必要であるという。
（注６）

ここでは，マルチステークホルダー型協

同組合であるフランスの社会的共通益協同

組合（以下「SCIC」という）の意思決定の

仕組みを紹介する。SCICは協同組合共通

法の01年改正により誕生した新しい協同組

合の形態である。SCICの意思決定の仕組

みには，ミュンクナーの指摘する異なるス

テークホルダー間での投票権や統治機関の

代表者についての分配規則が含まれてい

る。

ａ　SCICの概要

SCICの目的は，社会的利益にかなう社

会的有用性を持つ商品やサービスの生産・

供給である。

SCICの特徴は，第１に，その目的のと

おり，社会的利益をもたらすための組織と

いうことである。このことに対応して，①

社会的目的に合致した業務を行い，②非組

合員にも商品・サービスの利用を全面的に

開放，③多種類の組合員を有する，④多種

類の組合員の利害調整や意思決定のための

ガバナンスの仕組み（コレジュ：詳細は後

述）を採用できる。

第２の特徴は，協同組合的精神を持つこ

とである。このことに対応して，①組合員

への利潤の分配は一定の範囲まででそれ以

外は運営費となる，②１人１票を原則とす

る，という協同組合としての特徴を持って

いる。

第３の特徴は，一般企業としての機能を

持つ組織ということである。このために，

法的なステイタスは，変動資本制の株式会

社または有限会社となっている。

ｂ　組合員の種類

SCICは多種類の組合員によって構成さ

れることが義務付けられている。協同組合

共通法に示されている組合員の種類は，①

労働者，②利用者，③ボランティア，④公

共団体，⑤その他，である。このうち労働

者と利用者は必ず含まなければならず，さ

らにもう一つのタイプを含む最低３種類の

組合員が必要である。個々のSCICにおい

ては組合員の類型を，協同組合共通法とは

別に定款で規定する。

ｃ　コレジュによるガバナンス

多種類の組合員の利害を調整し意思決定

を行うための仕組みとして注目されるの

が，総会における分会（college 以下「コ

レジュ」という）によるガバナンスである。

総会における投票方法には２種類あり，
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供を目的とするSCICで，生産者から再生

可能エネルギーを購入し，消費者に売却す

ることを業務とする（エネルギーの配送は

送電会社の設備を利用する）。有給の従業員

は３名，組合員数は116名である。法的ス

テイタスは株式会社。

定款に示されている組合員の種類は，①

有給の従業員，②エネルギーの消費者，③

専門的でないエネルギーの生産者（収入に

占めるエネルギー関連所得50％未満），④専

門的エネルギー生産者（同50％以上），⑤自

然人，民間または混合経済の法人，⑥地方

公共団体，⑦地方送電会社である。

総会の議決方法は，コレジュによる議決

を選択しており，定款には６つのコレジュ

が規定されている。各コレジュは，基本的

に組合員の種類に対応しており，①従業員，

②消費者，③生産者，④プロジェクト運営

者（創立者や理事等），⑤パートナー（組合

員種類のうち⑤の「自然人，民間または混合

経済の法人」に対応），⑥地方公共団体と地

方送電会社，となっている。各コレジュに

割り当てられた組合員数，議決権，取締役

数は第５表のとおりであるが，プロジェク

ト運営者の議決権数や取締役数の割合が高

いことが印象的である。

定款は20名の創立者が作成し，設立総会

では，コレジュの内容を含む定款について，

組合員が１人１票で投票し決定した。第２

回の総会では，定款に基づきコレジュによ

る議決を行った。総会の開催前に，各コレ

ジュの総会を開催し，そこで組合員が１人

１票の投票を行い，総会の各議案に対する
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一つは組合員による１人１票，もう一つが

コレジュによる投票で，各組合はどちらか

を選択できる。

コレジュは総会での投票のために作られ

る組合員のグループであり，コレジュによ

る投票を選択した場合には総会で各コレジ

ュが割り当てられた議決権により投票す

る。コレジュのグループ分けは組合員の種

類，地理的連帯，活動段階，プロジェクト

等何らかの共通項に基づいて行われ，その

グループ分けは協同組合共通法に示されて

いる組合員種類や定款で規定する組合員の

類型に縛られる必要はない。コレジュの数

は最低３つから最高10まで作ることがで

き，一つ一つのコレジュの議決権数は10％

から50％の間となっている。

各コレジュの性格，そこに含まれる組合

員および議決権数は，定款で規定し，その

定款の策定にあたっては，総会において１

人１票の投票が行われる。

このように，多種類の組合員のグループ

化や，各グループの議決権へのウェイト付

けは，総会による１人１票の投票で決定す

る。このことにより，個別組合の目的や状

況に応じた多種類の組合員の意見調整と意

思決定を行うことが可能になっている。

ｄ　エネルコープ

次に，06年10月に聞き取り調査を実施し

た，エネルコープとオクラという２つの

SCICについて，コレジュを通じたガバナ

ンスの具体例を紹介する。

エネルコープは再生可能エネルギーの提



反対か賛成かをコレジュのなかでの多数決

で決定した。総会では，各コレジュの投票

にウェイト付けをしたうえで集計が行われ

た。

なお第２回総会での理事選挙では，11名

の定員に対して20名が立候補したが，組合

員は総会に出席し，コレジュにより色が異

なる投票用紙に自分の属するコレジュの代

表者以外も含め全部で定員の11名を選択し

て投票を行った。集計にあたっては各コレ

ジュにウェイト付けをして合計し，理事を

選出した。

ｅ　オクラ

オ ク ラ は ，

伝統的な顔料で

ある黄土の精製

工場跡地を利用

して，黄土精製

方法の説明，工

場跡地の見学案

内，顔料関係商

品の販売や関係

するイベント等を行うSCICであ

る。94年にアソシエーションと

して設立され，05年にSCICに転

換した。黄土等の顔料，色原料

の活用や技術などの能力を管理

し発展させることを目的とし，

また多様なセクターの協力で黄

土の活用や専門家を助成し保護

することにより地域の資源を発

展させることを，活動がもたら

す社会的利益としている。有給の従業員は

14～18名，組合員は約150名である。法的

ステイタスは株式会社である。

コレジュによる総会の議決を選択してお

り，コレジュには，活動分野別の３つのコ

レジュと，３つの活動を運営する経営のグ

ループのコレジュがある。各コレジュには

様々な種類の組合員が混在しており，従業

員も活動分野によってコレジュに所属して

いる。各コレジュに割り当てられた組合員

数，議決権，取締役数は第６表のとおりで

ある。

総会では，コレジュごとに部屋に入り，

組合員が議案に１人１票で投票し，多数決

農林金融2007・5
12 - 228

ここに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。

従業員 

再生可能エネルギーの消費者 

再生可能エネルギーの生産者 

プロジェクト運営者 

パートナー（市民団体等の賛同者） 

地方公共団体と地方送電会社 

資料　定款およびエネルコープ資料 
（注）　０６年６月の本資料調査時点で地方公共団体と配送地方会社の組合員が

いなかったため, １０％の議決権は他のコレジュに議決権割合に応じて配
布された。   

第5表　エネルコープのコレジュ 

３ 

１１ 

６ 

１９ 

７７ 

０ 

コレジュの種類 所属 
組合員数 

１０％ 

１５％ 

１５％ 

４０％ 

１０％ 

１０％ 

総会 
議決権 

１ 

１～２ 

１～２ 

３～５ 

１ 

１～２ 

取締役数 
（最低～最高） 

資料　定款およびオクラ資料から筆者作成    

第6表　オクラのコレジュ 

従業員（受付）, 
村の住民, 観光局 

従業員 

科学者, 建築家,  
小説家, 教師 

創立者, 取締役 

８０ 

２５ 

２５ 

２５ 

文化遺産と地域 
　： 建物管理や見学者対応等にかかる活動 

色の資源と材料 
　： 顔料の生産･販売 

色の実践と研究　 
　： 顔料の研究・芸術活動 

企業文化の運営と発展　 
　： 経営 

所属組合員の例 コレジュの種類（テーマ：活動領域） 所属 
組合員数 

２０％ 

２０％ 

２０％ 

４０％ 

総会 
議決権 

３ 

３ 

３ 

６ 

取締役数 



でそれぞれのコレジュが賛成か反対かを決

定する。それに各コレジュの議決権ウェイ

トをかけて足し合わせたものを全体の議決

としている。

（注５）重頭（2006）による。
（注６）Münkner（2004）

正組合員中心のフォーマルな意思決定に

ついての課題として，①准組合員の意思決

定への参加と，②多様な組合員に対応する

意思決定の仕組みを挙げた。

この課題に対応する日本の農協と独仏の

協同組合の事例を，①組合の目的との関係，

②民主的運営，③効率性の３つの視点を踏

まえてまとめることで，むすびとしたい。

日本の農協では前述のように多様な意思

反映ルートが工夫されており，まず，総会

（総代会）や集落座談会，利用者組織等へ

の出席による准組合員の意思決定への参加

は，「非農業者支配の排除」と，准組合員

も含め多くの組合員が意思決定に参加する

ことによる民主的運営との２つの要請を満

たすものといえるだろう。

また，多様な組合員組織による意思決定

や意思反映は，多様な組合員が意思決定に

参加するという点で民主的であり，また共

通の利害を持つグループごとに意思決定を

行っている点で効率的である。

これらが，独仏の協同組合の事例と異な

っているのは，組合の最高意思決定機関で

ある総会（総代会）での意思決定には正組

合員のみが参加することである。異なるグ

ループ間の利害調整も含め組合全体として

の最終的な意思決定は正組合員が行うとい

うことである。

独仏の協同組合の事例では，まず，コア

の組合員以外の組合員が，最高意思決定機

関である総会での意思決定に参加してお

り，また代表を選出して役員会に送ってい

る。ただし，議決権に上限があり，また役

員となる代表者も一定割合までに制限して

いる。これらは，民主的な運営ということ

と，組合の目的の主たる対象であるコアの

組合員中心のガバナンスを確保する，とい

う２つの要請にかなった仕組みである。

また，SCICというマルチステークホル

ダー型協同組合の事例を紹介したが，ここ

でも最高意思決定機関である総会での意思

決定に，多様な組合員がどのように参加す

るかが工夫されている。

ここで注目されるのは，第１に，コレジ

ュというグループ化によって，共通の利害

関係を持つグループごとに意思決定を行う

ことで，グループ内の意見調整のコストが

小さくなっていることである。

第２に，グループごとのウェイト付けを

あらかじめ行っていることであり，これに

より各総会における意見調整のコストはゼ

ロとなっている。また各グループの議決権

ウェイトを最小で10％，最大で50％とする

ことによって，ウェイトの小さいグループ

の意見を尊重することができる仕組みとな

っている。

第３に，こうした仕組みを定款で決める
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ことによって，目的も含めた個別組合の状

況にふさわしい意思決定方法を組合員自ら

が規定することができる。また，その定款

を議決する際には１人１票の多数決によっ

ている。

日本の農協においても，組合員の変化，

多様化を踏まえた最もふさわしい意思決定

の仕組みが必要である。すでに，現行農協

法の枠のなかで，多様な意思決定や意思反

映のルートが工夫されているが，さらに，

その枠を超えて意思決定のあり方を検討す

る際には，このような独仏の協同組合の事

例が一つの参考となろう。
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